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第４章 空き家等対策の具体的な施策 

１ 具体的な施策の体系 

各取組方針に基づき、関連する具体的な施策を推進します。関連する具体的な施策の体系図は、次のとおりです。 

除却後の跡地 放置され管理不全な空き家等 管理されている空き家等 利用中の住宅等 

施

策

体

系  所有者不明、相続人不存在の場合の対

応 

Ⅲ－５ 財産管理人制度等の活用（環境創

造政策課、固定資産税課、収納対策課）

 空き家等に関する情報の集約 

Ⅱ－１ 空き家等に関する情報を集約した

データベースの整備（環境創造政策課）

 所有者等への啓発 

Ⅰ－１ 不動産所有者や固定資産税等

納税者への案内、啓発（環境創造政策

課、固定資産税課）

Ⅰ－２ 財産管理や相続などに関する

情報の提供（環境創造政策課）

 相談、支援体制の構築 

Ⅰ－３ 専門団体等との連携構築（環境

創造政策課、各所管課）

Ⅰ－４ 高齢者、障害者に対する支援の

推進（高齢福祉課、障害支援課）

 空き家の発生を抑制するための措

置 

Ⅰ－10 空き家の譲渡所得の特別控除

制度の周知・活用（環境創造政策課） 

 法及び条例による指導等 

Ⅲ－１ 相談受付、対応体制の整備（環境創

造政策課、区くらし応援室）

Ⅲ－２ 条例に基づく措置の実施（環境創

造政策課、区くらし応援室）

Ⅲ－３ 特定空家等に対する法に基づく措

置の実施（環境創造政策課、区くらし応援

室）

 空家特措法以外の法令等による対応 

Ⅲ－４ 建築基準法、消防法、道路法等の関

係法令に基づく措置の実施（各所管課）

 市の施策における跡地活用の推進 

Ⅳ－１ オープンスペースとして活用す

る手法の検討（都市総務課）

Ⅳ－２ 公益的な目的での跡地活用の検

討（各所管課）

 耐震性が不足している住宅の建替え

の支援 

Ⅳ－３ 耐震補強等助成制度の活用（建

築総務課）

 適正管理及び利活用を促進するための

周知・啓発 

Ⅱ－２ シルバー人材センターの空き家管

理業務等の活用促進（環境創造政策課）

Ⅱ－３ 金融機関による空き家関連ローン

の周知（環境創造政策課）

Ⅱ－４ 自治会加入促進（コミュニティ推

進課）

Ⅱ－５ 防犯、防火のまちづくりの推進（市

民生活安全課、予防課）

 利活用のマッチングの推進 

Ⅱ－６ 公益的な事業等における利活用の

促進（環境創造政策課、各所管課）

Ⅱ－７ 団体や事業者等による利活用の支

援（各所管課）

Ⅱ－８ 関係団体との連携体制の構築（環

境創造政策課）

 住宅の良質化の支援 

Ⅰ－５ 建築物の耐震化の促進（建築総

務課）

Ⅰ－６ 長期優良住宅の整備の推進（住

宅政策課）

Ⅰ－７ 省エネ住宅の普及促進（環境創

造政策課、環境未来都市推進課）

Ⅰ－８ 高齢者世帯に対するバリアフ

リー助成の推進（高齢福祉課）

Ⅰ－９ 文化財として価値のある建築

物等の保全・活用（文化財保護課）

Ⅰ 空き家等の発生予防       Ⅱ 空き家等の適正管理及び利活用の促進    Ⅲ 管理不全な空き家等の解消      Ⅳ 空き家等の跡地活用の促進

 解決が困難な事案への対応 

Ⅲ－６ 売却や建替え等が困難な物件への

対応等の検討（環境創造政策課、各所管

課）

Ⅲ－７ 所有者が自ら適正に管理すること

が困難な場合の対応の検討（環境創造政

策課、高齢福祉課、障害支援課）

 既存住宅ストックの活用の推進 

Ⅱ－９ マイホーム借上げ制度等の周知

（住宅政策課）

Ⅱ－10 住宅リフォーム相談窓口の周知
（住宅政策課、各所管課）

Ⅱ－11 住宅確保要配慮者の入居を拒まな
い民間賃貸住宅の登録制度の活用（住宅

政策課）

資料１ 



- 1 - 

空き家等対策計画 関連施策の実施状況 

Ⅰ 空き家等の発生予防 

◎ＮＰＯ法人との協働による空き家セミナーの開催 

（１）マッチングファンド助成金の対象事業として、ＮＰＯ法人空き家対策協会と相続の

基礎と実家の活用についてのセミナー・個別相談会を実施。 

  「家族に感謝される相続と空き家対策無料セミナー」 

 ◆主催：ＮＰＯ法人空き家対策協会、さいたま市 

 ◆実施状況 

開催日 参加人数 会場 

８／１８（土） ７６人 
プラザノース 

８／１９（日） ５０人 

９／２２（土） ３８人 
武蔵浦和ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

９／２３（日） ２４人 

１２／１（土） １８人 
ＪＡＣＫ大宮 

１２／８（土） １４人 

１／１９（土） ７８人 
浦和ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

１／２０（日） ３１人 

合計 ３２９人  

 ◆個別相談会利用者数 ６１人 

（２）ＮＰＯ法人空家・空地管理センターと空き家問題から利活用についてのセミナー・

個別相談会を実施。 

  「どうなる？ どうする？？ 私たちの空き家」 

 ◆主催：ＮＰＯ法人空家・空地管理センター  

共催：さいたま市 

 ◆実施状況 

開催日 参加人数 会場 

７／２９（日） ５７人 与野本町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

３／３（日） ７２人 武蔵浦和ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

合計 １２９人  

 ◆個別相談会利用者数 ２１人 

資料２ 

Ⅰ－２ 財産管理や相続などに関する情報の提供 
（環境創造政策課） 
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◎今後の展開 

 セミナー参加者は、すでに相続や空き家の問題について高い意識を持っていたり、個別

に悩みを抱えていることが多い。 

 今後は、こうした問題に関心がない市民へも啓発していくため、自治会等の地域の団体

を対象とした出前講座等の実施を検討していく。 

◎空き家ワンストップ相談窓口設置に向けた検討 

 空き家の相続、譲渡、賃貸、管理など、市民、空き家所有者等からの多種多様な相談に

ワンストップで対応する相談窓口の設置に向けて検討を進めている。 

ワンストップ相談窓口イメージ 

◎今後の展開 

 平成３１年度に事業者の募集を行い、決定した事業者と協定を締結し、相談窓口を開設

する予定。 

 相談窓口開設後は、空き家所有者等に幅広く周知し、個々の問題解決に活用してもらう。 

Ⅰ－３ 専門団体等との連携構築 
（環境創造政策課、各所管課）
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◎被相続人居住用家屋等確認書の交付 

 相続した空き家を譲渡した方が、譲渡所得の特別控除を受ける場合に必要となる「被相

続人居住用家屋等確認書」の交付事務を実施。 

◆被相続人居住用家屋等確認書交付状況 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

９３件 １５４件 １１３件 

  ※平成３０年度はＨ３１年３月７日現在 

◎今後の展開 

 制度見直しにより、これまで対象外とされていた、相続の直前に老人ホーム等に入所し

ていたようなケースも、平成３１年４月以降に譲渡されるものは対象となり、より空き家

の実態に即した運用が可能となる予定。 

また、当初は平成３１年１２月末までの適用期限が４年間延長されることになったこと

から、引き続き、新たな空き家の増加を抑制する制度として活用する。 

Ⅱ 空き家等の適正管理及び利活用の促進 

◎さいたま市シルバー人材センターとの協定に基づき、同センターが実施する「空き家管

理業務」を活用し、所有者等による自主的な空き家等の管理を促進。 

Ⅰ－10 空き家の譲渡所得の特別控除制度の周知・活用 
（環境創造政策課）

Ⅱ－２ シルバー人材センターの空き家管理業務等の活用促進 
（環境創造政策課） 
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 ◆シルバー人材センター作業件数の推移 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

２０件 ２０件 ３２件 ７３件 

※平成３０年度はＨ３０年１２月末現在、受注済みで作業予定のものも含む 

◎今後の展開 

 シルバー人材センターの作業件数は年々増加しており、空き家を管理する手段として認

知されてきていることから、市として更に空き家所有者等に周知を図り、活用を促す。 

◎地域の団体・事業者等が、空き家等の活用も含めて活動拠点の整備等を行う際に、財政

的な支援を行う。 

 ◆平成３０年度における空き家の活用事例  放課後児童クラブ ２件 

◎今後の展開 

 空き家利活用のマッチングを推進するため、地域の団体・事業者等が、活動拠点として

活用できる条件に見合った空き家等を検索できる仕組みの構築を検討する。（Ⅱ－６と共通） 

◎高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者の賃貸住宅の円滑な入居を促進するため、「住宅確

保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づく住宅確保要配慮者円

滑入居賃貸住宅登録制度を実施。 

 ◆登録件数 ８戸（Ｈ３１年３月７日時点、いずれも共同住宅） 

       うち５戸は入居中 

◎今後の展開 

 引き続き、制度の周知を図り、より多くの登録を促す。 

Ⅱ－７ 団体や事業者等による利活用の支援 
（各所管課）

Ⅱ－11 住宅確保要配慮者の入居を拒まない 

民間賃貸住宅の登録制度の活用 
（住宅政策課） 
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Ⅲ 管理不全な空き家等の解消 

◎近隣住民から相談を受けた管理不全な状態にある空き家等について、その所有者等に対

して「さいたま市空き家等の適正管理に関する条例」に基づく指導等の措置を実施。 

 ◆条例による措置の流れ 

 ◆条例に基づく対応状況 

相談受付 助 言 
指 導 
（１回目）

指 導 
（２回目）

指 導 
（３回目以降）

改 善 

Ｈ24 年度 45 2 31 1 0 12 

Ｈ25 年度 238 39 147 31 10 138 

Ｈ26 年度 284 31 185 37 15 121 

Ｈ27 年度 257 23 187 40 30 130 

Ｈ28 年度 290 63 145 29 23 116 

Ｈ29 年度 304 77 149 29 33 130 

Ｈ30 年度 302 62 122 24 10 108 

 ※平成３０年度は１２月末時点 

◎今後の展開 

 引き続き、条例に基づく措置を適切に行い、管理不全な状態からの改善を促す。 

 また、ワンストップ相談窓口を設置することで、個々の事案の状況に応じた所有者への

アドバイスなども行うことで、問題解決を促進する。 

Ⅲ－２ 条例に基づく措置の実施 
（環境創造政策課、区くらし応援室）
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Ⅲ－３ 特定空家等に対する法に基づく措置の実施 
（環境創造政策課、区くらし応援室） 
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◎空家特措法の措置の対象となる特定空家等の判定、指導内容の検討等を行うために「さ

いたま市特定空家等対策庁内検討委員会」を開催。特定空家等に該当すると判定した場

合は、その所有者等に対して、法第１４条に基づく指導等の措置を実施。 

 ◆特定空家等の判定状況 

  ＜特定空家等対策庁内検討委員会構成＞ 

委員長 環境共生部長 

委 員 市民生活安全課長、建築行政課長、土木総務課長 

予防課長（消防局）、環境創造政策課長 

オブザーバー 北部・南部建設事務所 

  建築指導課長、土木管理課長 

案件説明 環境創造政策課、各区くらし応援室 

＜判定までの流れ＞ 

○判定件数 

   ５９件を特定空家等に該当と判定（平成３１年３月７日現在） 

  ◆法による措置の流れ 

空家等の判定依頼 

くらし応援室 

⇒環境創造政策課

合同現地調査 

環境創造政策課

くらし応援室 

建築部局 

委員会資料作成 

案内図、公図、現地

見取図、状況写真、

ﾁｪｯｸｼｰﾄ など 

委員会開催 

（計 19回） 

判定内容（重複あり） 

◎倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態（５４件） 

 建物の傾斜・一部崩壊、屋根・外壁の損傷、ベランダの損傷 など 

◎著しく衛生上有害となるおそれのある状態（２件） 

 ごみの放置 など 

◎著しく景観を損なっている状態（２１件） 

 立木等が建物全面を覆う程度まで繁茂 など 

◎生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態（４３件） 

 立木枝等の越境、窓ガラス破損による開放 など 

近
隣
か
ら
の

相
談
・
情
報
提
供

現
地
調
査
（
立
入
調
査
）

所
有
者
等
の
調
査

（
第
９
条
）

助
言
又
は
指
導

（
第
14
条
第
１
項
）

勧

告
（
第
14
条
第
２
項
）

命

令
（
第
14
条
第
３
項
）

代

執

行

（
第
14
条
第
９
項
）
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  ◆法に基づく措置状況（文書による件数） 

法に基づく措置件数 

終 結 
助 言 

指 導 

(1 回目) 

指 導 

(2 回目) 

指 導 

(3 回目 

以降) 

勧 告 再勧告 

Ｈ28 年度 1 20 11 1 0 0 5 

Ｈ29 年度 0 9 6 11 1 1 6 

Ｈ30 年度 0 8 7 8 4 2 4 

   ※平成３０年度は平成３１年３月７日現在 

  ◆改善事例 

   資料３参照 

◎今後の展開 

 引き続き、法に基づく措置を適切に行い、特定空家等の解消を促す。 

 また、ワンストップ相談窓口を設置することで、個々の事案の状況に応じた所有者への

アドバイスなども行うことで、問題解決を促進する。 

◎所有者不明・不在の特定空家等について、相続財産管理人選任申立てを実施 

（１）所有者不明・不在の空き家事案等への対応に向け、特に法務の専門的な知識や技術

を要する業務について協力体制を構築するため、埼玉司法書士会と協定を締結。（平成

３０年９月） 

  ◆協定の取組事項 

   ・空き家等に関する相談 ・空き家等の権利等調査 ・空き家等の相続人調査 

・各審判申立書の作成支援 ・成年後見人、財産管理人候補者推薦 など 

（２）相続人全員が相続放棄し、所有者不在の特定空家等について、さいたま家庭裁判所

へ相続財産管理人選任申立てを実施。（平成３１年３月） 

◎今後の展開 

 所有者不明・不在の特定空家等について、現地の状態を踏まえた対応の検討を行い、必

要に応じて相続財産管理人等の選任申立て行っていく。 

Ⅲ－５ 財産管理人制度等の活用 
（環境創造政策課、固定資産税課、収納対策課） 



【資料３】につきましては 

さいたま市情報公開条例第７条第２号に該当する情

報を含むため非開示とさせていただきます。 


